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＊警察庁
・犯罪統計資料　平成23年1月～10月（11月11日）
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001035357&cycode=0

＊愛育ネット
・児童相談所における性的虐待対応ガイドライン2011年版（9月27日）
①児童相談所における性的虐待対応ガイドライン
・児童相談所における性的虐待対応ガイドライン2011年版（pdfファイル/1.50MB）
・児童相談所における性的虐待対応ガイドライン2011年版　付録（pdfファイル/1.78MB）
・児童相談所における性的虐待対応ガイドライン2011年版　概要版（pdfファイル/1.00MB）
②パンフレット
対象者向けに自由に加工して使えるWord版
・保護者の方へ（wordファイル/48.0KB）
・親だからできること（wordファイル/48.0KB）
・家庭内性暴力被害を受けた子どもを守るために－あなたへのメッセージ（wordファイル/64.0KB）
③子どもへの性的虐待・家庭内性暴力の初期対応手引き
・保育所・幼稚園の保育者のために（pdfファイル/504KB）
・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校教職員および放課後児童クラブのために（pdfファイル/580KB）
http://www.aiikunet.jp/exposion/guideline/2486.html

・東日本大震災中央子ども支援センターの設置及び東日本大震災中央子ども支援センター協議会の設立について（11月2日）
厚生労働省では、社会福祉法人恩賜財団母子愛育会に支援体制の構築を要請し、10月27日に同法人の日本子ども家庭総合研究所が「東日本大震災中央子ども支援センター」を設置することになった。センターは被災地の行政と協働し、子どもに関する民間団体などを組織して専門家の派遣や専門的な助言等の支援を継続的に行う。また、医療・保健・福祉などの専門的な知見を結集するためにセンターの下に関係団体や学会などで構成される「東日本大震災中央子ども支援センター協議会」が設立された。このセンターの活動については、厚生労働省は雇用均等・児童家庭局に新たに「東日本大震災の被災地子ども支援室」を設け、連携・支援することで被災した子どもの支援を強化する考え。
詳細：http://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/2r9852000001t12i.html より
http://www.aiikunet.jp/aiikunet_news/7167.html
＊朝日新聞
・児童虐待防止　加害者・被害者の兆候見抜け（11月7日）
　１１月は児童虐待防止推進月間。大人から暴力を受ける子どもに、隣近所や行政はどうやって救いの手を差し伸べればいいのか。専門家は、加害者にも被害者にも特有の特徴や兆候があると指摘する。６日、美濃加茂市の講演会では、過去の事例を紹介しながら説明した。
　講演したのは、花園大学（京都）の津崎哲郎・特任教授。３０年以上、大阪市中央児童相談所に務め、実子３人のほか里親経験もある。
　国の調査では、加害者の７割が「家庭内のことだ」として行政に相談する必要がないなどと考えていたことを紹介。「虐待を自覚していても行政の介入は不要という親もいる。行政が通報を待っていたら手遅れになる」と訴える。
　１０月、名古屋市で中２男子が死亡した事件の加害者は母親の交際相手だった。警察が把握するような程度の重い事案では、継父や内縁の夫が暴力を振るう割合が高いと指摘する。「途中から親子関係を築くことには特有の難しさがある。親の側にその理解が足りない」と説明する。
　津崎さんが預かった３歳女児も、「みせかけのいい子（１カ月）」→「赤ちゃん返りなどの退行現象（数カ月）」→「親への安心感」という過程をたどった。「親を試したり、反抗したりする期間がある。それを知らないと、『自分がしつけるしかない』と勘違いしてエスカレートしてしまう」と指摘する。
　行政の担当者には、組織の垣根を越えた連携を呼びかける。具体例として、母子手帳を持たずに出産した母親がいれば、医療機関から行政に連絡が入って、行政の内部でも情報を共有する仕組みを挙げる。「通報後に家庭訪問しても、加害者が反発するだけ。親と援助する側が顔見知りにならなければいけない」
　参加した市内の民生・児童委員の男性（７３）は「住民の間には複雑な子どもと関わりたくないという風潮がある。絆が薄れつつあるなかで、どうやって虐待を見つければいいのか悩ましい」と話した。
　県内５カ所の子ども相談センター（児童相談所）が対応した昨年度の相談件数は６７２件で過去最多。身体的虐待と育児放棄が７割を占めた。加害者の６割強が実母、被害者の約４割が小学生だった。
　　　　◇
　またこの日、市民が虐待防止を訴えながら県内を横断する「岐阜オレンジリボンたすきリレー」があった。４回目の今年は、４コースに計約３３０人が参加した。（志村英司） 

■周囲が虐待に気付くポイント
【子どもの様子】不自然な外傷、子どもらしさのない表情、攻撃的な言動、なれなれしいべたつき、帰宅をいやがる、過食と食べ物への執着など。
【親の様子】親しみにくい、子どもへの冷たい言動、感情的で乱暴、連絡がつきにくい、気分の変化が大きい、子どもとの釣り合いのとれない服装、しつけに過剰に熱心など。
（花園大学の津崎哲郎特任教授による） 

http://mytown.asahi.com/gifu/news.php?k_id=22000001111070002
・辞める新人教員、10年間で８．７倍　「心の病」急増（１１月８日）
全国の公立学校に勤める新人教員のうち、１年以内に依願退職した人の数が２０１０年度までの１０年間で８．７倍に増えたことがわかった。特に心の病による退職が急増している。団塊世代の大量退職による負担の増加や、保護者や先輩教員らとの人間関係から来る悩みを原因に挙げる声がある。 
　８日発表された文部科学省の調査によると、１０年度に公立の小中学校・高校・特別支援学校などで勤め始めた教員は２万５７４３人。このうち２８８人（１．１％）が１年以内に依願退職した。００年度の依願退職者は、新人教員計１万５１７人のうち３３人（０．３％）だった。率も約３．６倍に増えている。 
　１０年度の退職理由の内訳を見ると、「自己都合」（５８％）に次いで多かったのが「病気」で、１０１人（３５％）。このうち精神疾患は９１人を占めた。 
http://www.asahi.com/edu/news/TKY201111080209.html
・「先生、わいせつやめて」長崎県教委が手引き配布（11月16日）
学校の先生に「わいせつ行為やセクハラ、飲酒運転は絶対にしない、させない」と説く手引書を長崎県教委が作った。昨年続発した教員不祥事の対策の一環。「こんなものを配布しなければならないのは情けないが、いま一度、心のブレーキをかけてほしい」と県教委の担当者は真顔だ。
　昨年度、県内で懲戒処分を受けた教職員は１３件２１人。女児の裸体を撮影したとして小学校教諭の男が児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪で実刑判決を受けたほか、飲酒運転撲滅運動を担当していた中学校教諭が酒気帯び運転容疑で逮捕され、懲戒免職に。さらに、この酒気帯び運転に絡んで事実関係の公表を控えるよう部下に指示して混乱を招いたとして、当時の県教育長も辞任した。
　手引書は「大切な人へのメッセージ」という題で始まり、不祥事を絶対に起こさないという決意を書くよう求めている。「子どもたちを裏切ってはなりません」「大事な自分の家族がどうなるか、自問しよう」「いつも『誰かに見られている』という意識で仕事しよう」といった標語も並ぶ。
http://www.asahi.com/edu/news/SEB201111150093.html

　≪関連情報≫
　　・長崎県教育委員会（11月14日）
　　「学校教育への信頼を高めるために　　教職員のためのコンプライアンスハンドブック」
　　　　http://www.pref.nagasaki.jp/edu/info/hukumu/pdf/handbook.pdf
・日系人の現状を心理学者に聞く(11月19日)
日系ブラジル人で、心理学者の田港（た・みなと）・原・エライネさん（２６）が５月から伊勢崎市に滞在している。国際協力機構（ＪＩＣＡ）の日系研修で、日本に暮らす日系人の生活を観察し、心理支援の経験を積んだ。将来はブラジルで日系人のカウンセリングや心理療法に携わりたいという。１２月１日の帰国を前に感想を聞いた。

　――日本にいる日系人の現状は。

　地域社会に溶け込めなかったり、子どもが学校でいじめを受けたり、ブラジルに帰るかどうかで家族の意見が対立したりなどの問題をかかえている。昔からある問題だ。相談に乗れる専門家がいることが重要だと思った。

　――日系人家庭にどんな問題がありますか。

　将来の計画性が乏しい面がある。来日前は２年ぐらいの出稼ぎの予定だったのに、計画通りの収入が得られなかったり、安全、便利な生活にひかれたりして、滞在が延びていく。日本で生まれ育った子どもたちは、十分な母国語教育を受けられず、親と会話ができなかったり、帰国後、学校になじめないなどの問題が生じる。将来、どこで暮らすかで親や子どもの意見が分かれ、家族が離れてしまうこともある。

　――日本の学校の問題はありますか。

　日系人の子どもが日本の学校に通うのは、ブラジル人学校は授業料が高く、ブラジルのカリキュラムでは日本社会になじめなくなる、などの理由からだ。

　しかし日本の学校では、子どもが母国語教育を受けられないことや、いじめを受けるという問題がある。親も日本語が分からず、学校からの連絡文書が読めず学校に相談できない。玉村町のように１人でも母国語が分かる教師がいたら、学校とコミュニケーションがとれて変わっていく。

　日本の学校は、みなが同じように我慢して行動し、人と違うことは悪いという意識をもたせがちだ。いじめに気づいても、見なかったことにして言わないところがある。大人の社会を反映している。

　――日本への見方が変わりましたか。

　問題はたくさんあるけれど、日本はブラジルに比べてきれいで、安全ですばらしい国と思う。我慢が、助け合い社会の美風になっていることを知った。（

http://mytown.asahi.com/gunma/news.php?k_id=10000001111190001
・「復興教育」文部科学省が計画　非常時の判断力育てる（11月20日）
文部科学省は東日本大震災の経験を未来に生かす「復興教育」に取り組む方針を固めた。非常時にも自ら判断し行動できる「生き抜く力」を育むこと、地域の絆を強めることが柱で、復興に貢献できる人材を育てるキャリア教育も行う。近く省内にタスクフォースを設置。再来年度から実施する教育振興基本計画のメーンテーマとする方針だ。 
　震災後に文科省が設けた有識者会議では被災地の教訓が話し合われた。一人ひとりが迷わず高台に逃げる「津波てんでんこ」の教えをもとに防災教育に取り組んでいた学校は、助かった子が多かった。生徒らの逃げる姿を見て住民も逃げ、防災教育が地域全体の被害減少につながった例も。住民の絆が強い地域ほど学校の避難所運営がスムーズだったとの指摘もあった。 
　そこで文科省は「困難を生き抜く力」や「絆づくり」を復興教育の柱に据えることにした。学習指導要領で掲げている「生きる力」にも通じる考え方だ。 
　岩手県教委が来年度から取り組む「いわての復興教育プログラム」や宮城県教委が打ち出した「志教育」は、震災体験に学びプラスに変える教育や、ふるさと復興を担う人材育成が柱だ。文科省はまずこうした被災地の未来志向の教育を財政支援し、他の各地でも地域の実情に合った防災教育を支援していく方針だ。 
　幹部７人からなる中川正春文科相直属のタスクフォースを２２日にも設置。「地域コミュニティーとの協働」を掲げ、実践的な防災マニュアルづくり▽ボランティアによる放課後学習支援▽復興教育に取り組む大学やＰＴＡ、ＮＰＯ法人への活動費支給を進める。こうしたソフト事業に第３次補正予算と来年度概算要求で計約１２８億円を計上し、復興教育への取り組みを促す。 
http://www.asahi.com/edu/news/TKY201111190585.html

・内閣府、「守る力を」ネットワーク公式Facebookページ内にサポーターページを開設（11月24日）
　内閣府は、自分一人の力では解決しにくい八つのテーマについて問題意識を広く共有し、さまざまな情報を発信・共有していくプロジェクト、「守る力を」ネットワークの公式Facebookページ内に、テーマに沿って議論を行う「守る力を」サポーターページを開設した。 

　公式Facebookページでは、「減災」「自殺対策」「児童虐待防止」「児童ポルノ対策」「消費者トラブル」「多重債務対策・金融トラブルの解決」「振り込め詐欺」「法テラス」の八つのテーマのうち、主に「減災」「児童虐待防止」「自殺対策」の三つのテーマを取り上げている。 

　現在、「守る力を」サポーターページでは、自然災害に対し、被害を完全に封じるのではなく、被害が最小になるよう備える「減災」と「児童虐待防止」に関して、「守る力を」ネットワークに賛同したさまざまな分野の著名人に意見を寄せてもらい、あわせてその分野の専門家のコメントを掲載している。各コメントに対して「いいね！」のクリックやコメントを投稿することもできる。また、11月が「児童虐待防止推進月間」であることから、「児童相談所全国共通ダイヤル」や、赤坂サカスで開催する「オレンジリボン ライトアップイベント」などを紹介している。 

　「オレンジリボン ライトアップイベント」は、児童虐待防止運動（オレンジリボン運動）の啓発と、「児童相談所全国共通ダイヤル」（0570-064-000）の認知拡大を目的に、11月22日18時から11月30日まで、東京・赤坂サカスのサカス坂を児童虐待防止のコンセプトカラーであるオレンジ色にライトアップするイベント。ライトアップの時間帯は毎日17時～24時。 

　初日の22日には、小宮山洋子厚生労働大臣とラジオパーソナリティの小島慶子さんを招いてライトアップセレモニーを開催し、トークセッションや「児童虐待防止推進月間」標語の最優秀作品の表彰式などを行った。 

　小島慶子さんの司会のもと、登壇した小宮山大臣が「オレンジリボン ライトアップイベント」の目的などについて説明。続いて、平成23年度「児童虐待防止推進月間」標語『守るのは　気づいたあなたの　その勇気』を発表し、この標語を応募した野口結衣さんに、小宮山大臣が表彰状を手渡した。 

　ライトアップセレモニーでは、小宮山大臣、小島慶子さん、野口結衣さんが点灯スイッチを押し、サカス坂があざやかなオレンジ色に染まった。二児の母でもある小島慶子さんは、「子育てをしていると、行き詰って子どもに手をあげたくなるような気持ちになることもあります。そんなときに相談できる相手がいるということを知ってほしいです」とコメントした。小宮山大臣は「児童虐待はみなさんに気付いてもらって、通報してもらわないとこの世からなくならない。ぜひ、この番号『児童相談所全国共通ダイヤル』を知ってください。政府としてもしっかりと受け止められるようにします」と、児童虐待防止を強く訴えた。 

http://www.asahi.com/digital/bcnnews/BCN201111220015.html
＊毎日新聞
・〈親族里親〉東京都認定たった１人　施設入所児童のみ（１１月８日）
身寄りのない子を３親等以内の親族が育てる「親族里親」の制度で、引き取り時に子供が児童養護施設に入っていることを条件とする厳しい基準を４７都道府県で唯一、東京都が持っていることがわかった。都内で親族里親に託された子はたった１人で、福岡県や大阪府が４０～５０人前後認めているのに比べかなり少ない。専門家は「子供の福祉を考えていない」と批判している。【鈴木敦子】
　東京都の女性（４４）は０９年、病死した妹＝熊本市在住＝の一人娘であるめい（７）を引き取り、都に親族里親を申請したが「施設で暮らす子しか適用できない」と断られた。
　妹は離婚し、元夫は養育放棄。生前「頼れるのはお姉ちゃんだけ」と言われていた。妹の死後、熊本市から「５歳児が一人で暮らすことになる。すぐ住所を移してほしい」とも言われ、住民票を移し共に暮らし始めた。
　親族里親には月５万円の養育費や医療費が支給されるが、女性には一切ない。「形式的でも施設に入れればよかったのか、と児童相談所で聞いたが返事はなかった。何のための制度なのか」。節約のため１００円ショップに行くようになった。
　都の基準は「児童養護施設などに入所し、入所前に当該児童と生計を一にしていない親族に引き取られること」とうたう。いったん共に暮らし養った後は、一切認められない。
　都育成支援課は「一度でも親族が子供を保護した時点で、公費を支給する親族里親制度は必要ないと考える」と説明する。厚生労働省家庭福祉課は「都の基準は初めて知った」としつつ、「子供の福祉に反していれば見直すべきだが、基本的には自治体が判断することだ」と話す。
　親族里親の運用基準は自治体ごとに微妙に異なるが、「子供にとって安定した関係が築けるので真っ先に親族をあたる」（京都府）と親族を頼る自治体は少なくない。
　日本女子大の林浩康教授（社会福祉学）は「都の基準は、子供の幸せより管理する側に都合のよい仕組み。子育ては経済的にも体力的にも負担が重く、社会的支援が必要」と指摘。都の消極姿勢については「養育費目当ての偽装離婚など悪用への懸念があるのでは」と分析している。
　【ことば】親族里親
　児童福祉法で規定し、養育里親や専門里親などがある。親族里親は親の死亡や行方不明で子を養育できない時に、３親等以内の親族が育てる制度。自治体が認定し養育費を出す。東日本大震災で多くの遺児が生まれた後、厚生労働省はおじやおばは親族里親ではなく養育里親と同じ扱いとし、月７万２０００円の里親手当を支給できるよう省令を改正した。
http://mainichi.jp/select/today/news/20111108k0000e040091000c.html
＊読売新聞
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・児童の虐待死、大阪府が全国最多・・・読売新聞調査（11月1日）
３年半で１５人
　２００８年～１１年６月の３年半に、大阪府は、児童虐待による死者数が１５人と全国最多だったことが読売新聞の集計でわかった。東京１０人、神奈川、埼玉各９人、愛知８人など大都市圏が続く。人口規模も大きい地域だが、専門家は「都市部は地域のつながりが薄く親子が孤立し、虐待が起きやすい」と指摘、積極的な介入支援を求める。１１月は児童虐待防止推進月間で、啓発行事や相談の呼びかけなどが全国で行われる。
　警察庁や都道府県警の統計を分析した。この３年半に虐待死した子供（１８歳未満）は全国で１２０人にのぼり、７０～９０％が０～５歳に集中していた。都市部の犠牲者が多いのと反対に、鳥取、島根など１２県で死者がゼロだった。
　けが人などを含めた被害者の総数は全国で１１９０人で、これも大阪が９１人で最も多く、埼玉７９人、神奈川７７人が続いた。
　大阪は、１００万人あたりの死者数は１・７人で、宮城（２・１４人）、京都（１・９人）に次ぐ。被害者数も、０８年１７人（うち死者３人）、０９年３１人（同３人）、１０年３１人（同７人）、今年上半期１２人（同２人）と常に全国上位だ。
　０９年には大阪市西淀川区で、暴行や食事制限などを受け、ベランダに放置された当時９歳の女児が衰弱死。同市西区で昨年、当時３歳と１歳の姉弟が自宅マンションに放置され餓死するなど社会に衝撃を与える事件が相次いだ。そのたびに、おかしいと感じる近隣住民がいながら早期通報に至っていないことが指摘された。
　大阪府家庭支援課は「地域の見守りが薄れるのは都市部の特徴。虐待を見逃さないよう親子を支えることが必要だ」とする。今年２月に府の責務を明確にした「府子どもを虐待から守る条例」を施行。育児支援を通じて子育て家庭に身近に接する市町村に対し、今年度から経験豊かな児童相談所ＯＢの派遣を始めた。
　大阪市も、夜間の緊急通報に即応するため職員を宿直させたり、迅速に安全確認に向かうため、消防に出動を要請したりしている。
　才村純・関西学院大教授（児童福祉論）は「大阪は生活保護を受ける人が多く、経済的困窮で親が余裕を失って育児ストレスを抱えている可能性もある。地域からの孤立を防ぐには、家庭への訪問を増やすなど、『おせっかい型』の支援を強化すべきだ」と話す。
http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20111101-OYO1T00803.htm
・父からの暴力　いつしか娘へ（11月2日）
シングルマザー　「頼りなさい」に救われた
　息苦しいほど蒸し暑かった１年前の夏、大阪市西区のマンションで幼い姉弟が放置され餓死した事件が繰り返し報道されていた。
　「この子もいなくなれば、楽になれるかな」。京都市内のマンション２階。泣きやまない長女（２）を抱いた女性（２１）は、太陽が照りつけるベランダに向かった。
　同い年の夫は仕事をせず、子供には無関心。頼れる身内もなく、一人きりの子育てに追い詰められていた。事件で逮捕された母親は同世代のシングルマザー。自らの境遇と重なり、不安定な心が揺さぶられた。
　「落としてしまおうか」
　危うい思いが脳裏をかすめた。がく然として思い出した。子供への虐待だけは許せないはずだった。女性には心身をずたずたにされた過去があった。
◎
　父が再婚した２歳の時から暴力が始まった。ささいなことで何時間もたたかれ、耐えられずに家出を繰り返した。行く当てがなくなって帰ると、「家出できんようにしたる」と鉄パイプで手足をめった打ちにされた。
　中１の夏、家出から戻ると、逆上した父が包丁を持ち出した。「殺される」。はだしのまま屋根から飛び降りた。足を血まみれにして近所の家に逃げ込み、児童養護施設に保護された。
　１７歳まで施設で暮らし、髪を金色に染め、夜の街に飛び込んだこともあった。１８歳で以前から遊び仲間だった夫と結婚し、新たな命を授かった。「生きてて良かった」と初めて思えた。
　だが、妊娠８か月の頃、夫は仕事を失い、パチンコに明け暮れた。家族の支えがないまま出産。育児ストレスで母乳は２か月で止まった。孤独な子育ては長女への愛情を失わせた。いらいらして突き飛ばし、「ママ」と呼ぶ声を無視した。１１年間苦しめられた虐待が長女に向かっていた。
◎
　ベランダに出るのを思いとどまってから約１か月後、夫と激しいけんかになった。警察の要請で駆け付けた養護施設の女性施設長に再会した。久しぶりに顔を見た途端、子育てのこと、虐待で受けた心の傷のこと……、胸の奥底にたまっていた思いがあふれ出した。
　数時間、話し続けた。
　「私を親代わりと思って、頼りなさいよ」
　黙って話を聞いた施設長の最後の言葉に、孤立し、かたくなだった心が解きほぐされた。
　それから、育児に疲れた時は長女を預かってもらっている。困ったことがあると相談に乗ってもらう。「甘えさせてくれる人がいる」。そう思うと、長女に手を上げることもなくなった。
　「今は大声で泣かれてもかわいくて。かまってほしくて泣いていた、昔の私にそっくりやから」。泣き出した長女に、大好きな犬のぬいぐるみを差し出した。
◎
　昨年１０月に離婚した。長女と２人で暮らし、生活保護を受けながら仕事を探すが、母子家庭に対する社会の壁にぶつかっている。
　保育所では「仕事もない人の子供は預かれない」と断られ、就職の面接で「子供が熱を出したらどうするの」と突き放された。「虐待を受けた私には助けを求める親がいないのに、支援してくれる仕組みがない。虐待を生む環境は変わっていない」と痛感する。
　「私でも自力で働いて娘を育てて普通の幸せをつかめるような、虐待のない、そんな世の中になってほしい」。女性は願っている。
　＜虐待と孤立＞　厚生労働省は再発防止を目的に、２００３年７月以降に起きた虐待死事件の原因や背景などを分析している。４７件が発生した０９年度の虐待死検証報告では、虐待した親の７６％が、地域社会との接触は「ほとんどない」「乏しい」で、６３％が保育所などの利用もなかった。社会からの孤立が虐待を生んでいる現状が浮かび上がる。
http://www.yomiuri.co.jp/osaka/feature/kansai1320165818496_02/news/20111102-OYT8T00124.htm

・親子引き離しと再生　悩む児相（11月3日）
「迷ったら保護」命守るため
　「人でなし。子供を返せ」。昼下がり、大阪府内の住宅街に女性の怒声が響いた。
　府内の児童相談所（児相）の男性職員（３７）は今秋、生後数か月の女児を職権で一時保護した。女性は１０歳代のシングルマザー。数週間前から女児をほったらかして外出を繰り返していた。
　通報を受け、確認した女児の体重は５キロ。平均より２割以上軽い。自宅に置いたまま支援するか、保護するか。検討していた時、女性から電話があった。「娘と家を出る。もうかかわらんといて」。育児を放棄している疑いは強いが、子供は手放したくないのか。
　「連絡が取れなくなるとまずい。保護するしかない」。すぐに駆け付けた。拒む女性ともみ合いになった。そのすきに別の職員が女児を連れ出した。
　バッグを手に家を出て行く女性を見ながら職員は思った。「この親子はいつか、一緒に暮らせるだろうか」
　児相は虐待対応の最前線を担う。府内は、８か所の児相がカバーする。昨年度は、専門職員計約１００人で、約７７００件に対応した。継続分を含め１人あたり年間１００件前後を抱える。
　通報から原則４８時間以内に子供の安全を確認する。その上で、親子を引き離さずに再生させることを第一に支援の方法を検討する。
　保護はあくまでも最終手段。だが、判断ミスは死につながるから、「迷ったらまず保護に踏み切る」。
　親が激しく抵抗する場合は、通園、通学途中に保護することもある。「すべては子供の命を守るため。『人さらい』となじられても、ためらいは許されない」と、職員は話す。
　一方で、府の児相が年間約６５０人もの子供を保護する状況に疑問を感じる。子供は救えても、親には児相が「敵」になるからだ。この児相の相談室の壁には親が蹴り開けた穴がある。刃物をちらつかせる親もいる。防刃チョッキも備えている。
　親子を引き離してから最長で２か月後、子供を家庭に戻す「家族再生」の役割も、児相は受け持つ。それは、「右手で殴り、左手でなでる」ようなもの。いったん対立した親と信頼関係を築くのは難しい。
　再生に向けた話し合いがつかなければ、子供を施設に入所させるしかないが、女児を保護した女性は一方的に連絡してくるだけで連絡先を教えようとしない。
　昨年、児童虐待による被害者数は全国で過去最多の３６２人に上った。命を最優先させるため、児相の権限強化は進む。２００８年には家庭への強制立ち入り調査が可能になり、今年改正された民法で、最長２年間の親権停止が新設された。民法改正の議論の中で、親子を引き離す権限を、司法に委ねる案が俎上に上ったが、結論は見送られた。
　職員が、女児を施設に入れて帰宅した。いつものように日付が変わろうとしていた。食卓に、妻が用意してくれたハンバーグとカボチャの煮物。横に書き置きがあった。〈パパへ　サッカーの試合録画してるから、今度一緒に見ようね〉。小学生の息子の文字。一緒に暮らす幸せをかみしめながら、ビールをあおった。いつもよりほろ苦かった。
　「保護は必要だが、いったん引き離せば、『親子』に戻るのは難しくなる。児相が相反する役割を担ったままでいいのだろうか」
◎児童相談所　都道府県などが全国２０６か所に設置し、専門職の児童福祉司を中心に虐待に対応する。全国の児相の対応件数は昨年度、前年度より１万件以上多い５万５１５２件（速報値）で、過去最高を記録した。一方、児童福祉司も増員されているが、昨年度は２６０６人と、前年度より１２９人増えただけだった。
http://www.yomiuri.co.jp/osaka/feature/kansai1320165818496_02/news/20111103-OYT8T00072.htm

・急増する「現場」手探りの市町村（11月４日）
情報共有　経験不足カバー
　まるで母親と対決しているようだった。
　大阪府内のある市の女性職員（５２）は２００８年春、市内の小学校から「男児に複数のひどい傷がある」と連絡を受け、校長室で男児の母親と会った。児童虐待担当に異動して１か月弱。虐待が疑われる親との対面は初めてだった。
　「たたかないと言うことを聞かへん」と母親は不服そうに説明した。〈虐待を繰り返さない方策を一緒に考えること〉。職員は直前の研修で学んだことを思い返しながら、「手を上げたらあかん」と強く注意した。
　母親は「しつけやから」と反発。激しい言い合いの数十分後、母親は「忙しいから帰る」と席を立った。
　「怒ってばかりで支援の糸口を見つけられなかった」。職員は自分を責めた。
　　　　　◎
　児童虐待は児童福祉法の定めで、児童相談所（児相）が対応してきたが、件数の急増を受け、０５年施行の改正法で、市町村も虐待対応や通報窓口を担うことになった。
　政令市を除く府内の対応件数は１０年度、児相の４８２０件に対し、４１市町村は７６７５件と大きく上回った。だが、職員が長く経験を積める仕組みにはなっていない。
　この市も１０年度の対応件数は５年前の６倍に増えたが、担当者５人はいつ他の部署へ異動するかわからない。
　女性職員は福祉を約１０年担当して異動。数日の研修ですぐに「現場」と向き合った。
　はじめは、虐待を食い止めたい一心で、「たたくな」としか言えなかった。親の訴えに耳を傾けないと動機が見えず、適切な支援もできないとわかったのは、相当の場数を踏んでからだ。
　だが、今も不安は残る。「子供の命を守りたいから、親に嫌われてもこの仕事は続けたい。でも、どれだけ手を打てばいいのか手探りで、いつ事件になるかとびくびくしている」
　　　　　◎
　虐待は児相と市町村だけでは防げない。関係機関が連携する“網”が必要だ。
　改正法は、情報を共有するため、市町村が各機関と「要保護児童対策地域協議会」（要対協）を設置するよう促した。
　府内の別の市は、３か月に１回、個別事例の現状を話し合う要対協の会議を開いている。以前、情報を受けていたのに虐待死を防げなかった反省からだ。
　児相、市教委、保健所……。各機関の担当者計約２０人が集まり、案件ごとに記録された台帳を元に、約２５０件の家庭状況を詳細に確認し支援方針を決める。２日間、朝から夕方まで会議室で缶詰めになり、白熱した議論を交わす。
　先月の会議で、育児放棄（ネグレクト）が疑われる母子家庭の男児の身長が平均より低いことが議論になった。汚れた服で何日も登校し、ノートや体操服も持たされていない。「食事も与えられていないのではないか」とすぐに市教委の担当者が懸念を示し、小学校が給食の食べ方や学校生活を見守ることになった。
　会議に出席した市の男性職員（３２）は「多様な視点が重要だと勉強になった」という。
　今年４月に異動して半年。悲劇を繰り返さないため何が必要か自問する。「経験不足は言い訳にならない。絶えず情報への感度を磨きたい」
　＜通報、相談から対応まで＞児童虐待に関する通報や相談があると、市町村や児童相談所は、一時保護など緊急対応の必要性を検討。継続して支援するケースで、他の機関と連携すべきだと判断すれば、要保護児童対策地域協議会で取り上げ、構成する各機関と情報を共有しながら支援内容を決定し、親子に対応する。同協議会の事務局は市町村。厚生労働省によると、昨年４月時点で全国の市町村の９５・６％に設置されている。
http://www.yomiuri.co.jp/osaka/feature/kansai1320165818496_02/news/20111104-OYT8T00092.htm

・生まれる前から見守る（11月5日）
　今月初め、大阪府豊中市立豊中病院４階の会議室。小児科、産婦人科、精神科、脳神経外科、放射線科の医師や看護師ら計１２人が、助産師の報告に神経を集中していた。
豊中病院で開かれた委員会。「病院全体で親子を支えよう」と、松岡部長（左）らは報告に耳を傾ける（大阪府豊中市で）＝吉野拓也撮影 

　「低体重で障害がある男児の母親が、強い育児不安を訴えています」
　会議を仕切る松岡太郎・小児科部長（５１）は、手元の資料に目をやった。助産師が書き込んだ男児の状態や出産前後の母親の様子から育児支援が必要と判断し、すかさず指示した。
　「保健師に連絡して。一緒にフォローしていこう」
◎
　会議は、虐待の兆候を見逃さないよう、院内全体で情報を共有するための「小児虐待対策委員会」。この日は、直近１か月に生まれた約１０人の状態について議論を重ねた。この男児は地域ぐるみで見守ることを申し合わせた。
　毎月開く会議で取り上げるのは、妊婦健診を受けず出産直前に病院へ駆け込む「飛び込み出産」のほか、未婚や経済的困窮などの「望まない妊娠」、未熟児など、育児に不安を抱えそうなケース。数か月後、あるいは数年後、子供がどの診療科を受診しても、積極的にかかわって孤立を防ぎ、自治体と連携して支援できるようにするためだ。
　松岡部長がこの仕組みを作ったのには理由がある。
◎
　２００３年１２月、この病院で生まれた近くの女児（当時６歳）が、母親の暴行で死亡した。
　松岡部長はその２年前、親に太ももの骨を折られた乳児を診てから、子供を診察するたび、虐待の予兆をキャッチすることに神経をとがらせてきただけにショックを受けた。「何か手がかりはなかったか」。カルテの束から女児の記録を洗い出した。
　〈双子で、（女児の体重は）１８００グラム〉〈双子の弟は脳性マヒで障害が残る〉
　カルテからは、母親は虐待のリスクが高く、子育てに悩んでいたことが見て取れた。記載は３歳で途絶えた。
　「出産直後に支援の必要性に気付いていれば、女児を救えたかもしれない。もうこの病院から悲劇は繰り返さない」。松岡部長は、病院幹部と掛け合い、翌年、委員会を発足させた。その後、約７０００人が産声を上げたが、虐待はゼロだ。
　「妊産婦は必ず病院と接点を持つ。出産前後から関わり、孤立してしまう前にどれだけ手を打てるか。医療機関の役割は重い」。松岡部長は、同様の取り組みが、他の病院にさらに広がることを願う。
◎
　こんなデータがある。▽予定外の妊娠　５４％▽未婚　６９％▽経済的理由　３０％――。大阪産婦人科医会が昨年、死産するなどリスクが高い未受診妊婦計１４８件の実態を調査した分析結果だ。
　背景にある事情は、虐待死に多いと指摘される項目と重なる。担当した府立母子保健総合医療センター（和泉市）の光田信明・産科主任部長（５５）は結果に、高リスク出産妊婦を取り巻く状況が、虐待につながる可能性が高いことを確信した。
　光田部長は言う。「虐待を防ぐには妊娠期から関わることが必要だ。産科医と、自治体や児童相談所など虐待に対応する他機関との連携を取っていかなければならない」
　妊産婦にどれだけ寄り添えるかが、虐待の芽を摘むカギになっている。
■妊産婦の相談体制■　児童虐待による死者のうち、７５％が０～３歳に集中している（厚生労働省調べ）。これを受け、厚労省は７月、自治体に、妊産婦に対する相談体制の整備を通知した。大阪府は１０月、思いがけない妊娠で悩む女性の相談窓口として「にんしんＳＯＳ」を開設。電話（０７２５・５１・７７７８）やホームページ（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｉｎｓｈｉｎｓｏｓ．ｃｏｍ／）からのメールで相談を受け付けている。
http://www.yomiuri.co.jp/osaka/feature/kansai1320165818496_02/news/20111106-OYT8T00391.htm
・「生んでくれてありがとう」（11月6日）
　午前１時を過ぎていた。１０月のある日、大阪府茨木市の自宅で寝ていた辻由起子さん（３７）の携帯電話が枕元で鳴った。

　「また子供をたたいてしまった」。一人で子育てする３０歳代の母親の声は弱々しいが、切実な叫びに聞こえた。「十分頑張ってる。大丈夫」。母親が落ち着くまで約１時間半、電話越しに励まし続けた。

　行政に頼らず、育児に悩む親を支える取り組みを始めたのは１４年前。口コミで広がり、今では電話やメールなどで１日約１０人、これまでに数千人と関わった。

◎

　高校卒業前にアルバイトを始めた居酒屋で、同僚だった一つ年上の夫と出会った。親の反対を押し切り、すぐに結婚。１年後、長女の信(とき)羽(は)さん（１８）を産んだ。

　だが、精神疾患を発症していた夫は仕事も子育てもできず、ホステスや喫茶店員として、昼も夜も働きながら育てた。誰の支えもなく疲れ切り、周囲に相談すると、「母親なんだから当たり前」と突き放された。

　「必死で娘を育てているのに誰も認めてくれない」。いら立ちは信羽さんに向かった。ぜんそくで一日中せきが止まらないのに裸のまま外へ放り出した。甘えてきても、「あっち行って」と遠ざけた。

　「産まなければよかった」と疎ましく思う一方、「娘を愛せるようになりたい」と悩んだ。親子の関係を見つめ直したいと、通信制大学で幼児教育を学んだ。２３歳で離婚してからは、育児に悩む親の相談に乗るようになった。親の話を聞くうち、虐待は収まり始めた。

　だが、信羽さんの胸には成長しても「黒くもやもやした感じ」が渦巻いていた。由起子さんが歩み寄ろうとしても反発。中１で不登校になり、半年間、話をしないこともあった。

　中３の時、携帯サイトに「早くお母さん死んで」と書き込んだ。「人のために頑張ってても、私にはうっとうしいだけだった」

　崩壊した親子関係は簡単には立て直せなかった。

◎

　虐待で引き裂かれた親子の関係修復を支援するＮＰＯ法人「チャイルド・リソース・センター（ＣＲＣ）」（大阪市）代表の宮口智恵さん（４６）は「子供が生まれてよかったと思える親子関係の再構築が大切」と話す。

　宮口さんは、府内の児童相談所（児相）に勤務していた頃、一時保護のたび、親にも子供にも泣かれた。親子再生のプログラムが必要と感じたが、保護が最優先。限界を感じ、１５年間勤めた児相を辞め、２００７年にＣＲＣを設立した。

　これまで３９組の親子と関わってきた。１組ごとにスタッフ数人がつき、約１年間じっくり向き合う。ある子供はなかなか親に近寄らなかったが、最後には「ママ」と呼んで笑顔を見せた。「私に笑ってくれた」と母親はうれしそうに言った。

　宮口さんは思う。「親子をつなぎ、虐待を乗り越える受け皿であり続けたい」

◎

　信羽さんは昨年６月、連れて行かれた講演会で、由起子さんの友人に会った。「お母さん、ほんますごいで。女神みたいやで」。何人もの知らない人からほめられた。むかついてばかりだった由起子さんがキラキラして見えた。

　由起子さんは昨年末の誕生日に信羽さんからケーキをプレゼントされた。チョコで書かれた「生んでくれてありがとう」の文字。涙があふれ、思わず娘を抱き締めた。「いろいろあったけど、今までありがとう」

　幾度も迷い、寄り道をして、母娘はようやく絆を紡ぎ始めた。「私たちは１７年かかった。誰か一人でも認めてくれれば、きっとやり直せる」。由起子さんは十数年前の自分が求めていた言葉を今、どん底にいる親たちに伝えている。

■親子関係の再構築■　親と離れて児童養護施設などで暮らす子供は０９年度で４万６００人（厚生労働省調べ）。少子化にもかかわらず、１０年前より１割増えている。児童虐待防止法は、子供を施設に入所させるなどした後、親子が再び一緒に暮らせる対策を進めるよう自治体などに求めているが、親子関係の再構築が進んでいない現状が浮き彫りになっている

http://www.yomiuri.co.jp/osaka/feature/kansai1320165818496_02/news/20111106-OYT8T00091.htm
・識者に聞く（11月7日）
児童虐待がなくならない。孤立した親子が、二度と悲劇を繰り返さず、社会とのつながりを取り戻すには、どうすればいいのか。識者に聞いた。
◆山縣文治氏（５７）大阪市立大教授（子ども家庭福祉論）
　社会から孤立した親は、虐待の危険性が高い。精神的に不安定なため、自分から育児などの行政サービスを利用しないことが多く、虐待を防ぐには、兆候を早期に発見することが重要で、行政は積極的に関わっていかなければならない。
　堺市で昨年１月、生後２か月の女児が虐待死した事件は、母親が精神的に追い込まれる前に行政が支援していれば防げた可能性があった。生後４か月までに乳児宅を全戸訪問する事業で、訪問時期を早めたり、病院から育児に悩む親について情報提供を求めたりするなど、効果が上がるよう対応を工夫する必要がある。
　また、虐待を受けた子供の受け皿整備も急務だ。
　虐待で保護された子供の約９割が児童養護施設で暮らすが、５０～１００人程度の施設が多く、職員不足は深刻だ。傷ついた子供には、少人数での細かいケアが必要で、現状では家庭で育てる里親を増やすことが重要。国は今後１０年余りで、保護された子供のうち里親に預けられる割合を、現在の１割から３割に引き上げるという。７～８割の欧米には及ばないが、妥当だろう。
　ただ、数を増やすだけでなく、里親が悩みを相談できる窓口の設置など、支援体制の拡充が求められる。
◆川崎二三彦氏（６０）子どもの虹情報研修センター研究部長
　児童相談所（児相）が対応した児童虐待の通報や相談件数が急増している。虐待について、社会の関心が高まった結果と言えるが、それを受け止める体制が万全とは言い難い。
　児相は、親子を引き離す「一時保護」と、再び結びつける「親子再統合」という矛盾した役割を併せ持つ。子供の命を守るため、家庭への強制立ち入り調査の導入など権限強化は必然的な流れだが、その分、親との対立が深まり、再統合は難しくなっている。
　子供の成長過程には家族の存在が必要で、児相が再統合を進めるには、一時保護の役割を切り離して司法に委ねるべきではないか。
　虐待を防止するには、親を孤立させないような地域づくりが重要だ。特に都市部では、地域のつながりが希薄になっており、虐待事件が多発している。
　そんな中で、大阪市西区で昨年７月、２幼児が餓死した事件後、現場マンションの住民は定期的に集まり、結びつきを深めているという。こうしたつながりが、育児に悩む親や虐待を受けている子供を救うはずだ。
　対応を児相に任せきりにせず、自治体や警察、病院など関係機関に加え、私たち市民一人一人の協力が欠かせない。
http://www.yomiuri.co.jp/osaka/feature/kansai1320165818496_02/news/20111107-OYT8T00063.htm
・名古屋の中2暴行死　市検証委にNPO（11月12日）
初参加　民間のノウハウ反映

　名古屋市名東区で中学２年の服部昌己君（１４）が暴行され死亡した事件を受け、同市が今月設置する検証委員会に、児童虐待問題に取り組むＮＰＯ法人「子どもの虐待防止ネットワーク・あいち」を参加させることが分かった。ＮＰＯの参加は初めて。市の児童相談所は、虐待を把握しながら十分な対応を取っていなかったとされ、検証委では、こうした問題点などが議論される。同市は「厳しい意見が寄せられることが予想される。再発防止に生かしたい」としている。

　県警などによると、市の児童相談所は６月８日、中学校から「顔に殴られたようなあざがある」との通報を受け、１４日に家庭訪問を実施。市の基準では、昌己君のけがは「一時保護を検討すべきレベル」だったが、家にいた母親の交際相手の無職酒井秀志容疑者（３７）が殴ったと認めたうえ、「反省している」と態度を改める様子を見せたため、保護を見送った。学校などからの通報はさらに７月と１０月にも寄せられ、児童相談所は２度にわたって家庭訪問したが、結局、保護には踏み切らなかった。

　検証委は、虐待死などが起きた場合、児童相談所の対応などを検証するため、都道府県や政令市が設置するよう児童虐待防止法で定められている。これまで名古屋市が設置した検証委のメンバーは学識経験者が中心だったが、今回の事件を受け、虐待の実態に詳しく、民間の立場から防止策を提言してきた同ＮＰＯのノウハウを反映させるため、参加を要請したという。

　同ＮＰＯの今西洋子事務局長は、昌己君の保護見送りについて、「子供を保護者から隔離して保護する『介入』を行うと、保護者との関係が悪化し、その後、再発防止の『指導』がやりにくくなると考えたためではないか」と指摘する。

　事件を受け、同ＮＰＯと「日本子どもの虐待防止民間ネットワーク」は今月、市に提出した「子ども虐待防止に向けた緊急アピール」で、「介入は警察が行うべきだ」などと提言しており、検証委でも、指導と介入の役割分担の必要性を訴えていく方針だ。

　同ＮＰＯ監事・岩城正光弁護士は「自ら現場や学校などに出向いて検証したい」と語る。初回の委員会は今月２５日に開かれ、数回の会議を経て、来年度中に報告書をまとめる。

http://chubu.yomiuri.co.jp/news_top/111112_2.htm

・社説／児童虐待防止　社会総掛かりで見守る態勢を(11月20日)
　「守るのは　気づいたあなたの　その勇気」を標語に、１１月は児童虐待防止推進月間である。

　昨年は警察の摘発した児童虐待事件が件数、被害児童数ともに過去最悪となり、犠牲者も３３人にのぼった。児童相談所への相談件数も、昨年度は前年度比で約３割増の５万５０００件に達している。

　虐待に歯止めをかけるには、周りの大人たちが、子どもが出すサインにいち早く気づき、確実に児童相談所（児相）などの専門機関につなげる必要がある。

　児童虐待は、そのほとんどが家庭内で起き、子どもが「悪いのは自分」と思い込みがちなため、発覚しにくいのが特徴である。

　しかも、虐待は精神面への影響が深刻だ。心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）や自傷、問題行動などを引き起こす。子どもに対する重大な人権侵害と言える。

　近年、大きな問題となっているのが性的虐待だ。昨年は１０年前の１・５倍の６７件が摘発されたが、氷山の一角との見方が強い。

　身体的虐待や育児放棄とは異なり、外傷がなく、生活状況からも判断できない場合が多い。加害者は実父や継父が大半だ。

　母親が加害者になった例もある。札幌市の１６歳の少女は、小学６年から実母に売春を強要される形で性的虐待を受けていた。

　実母が覚醒剤で逮捕された後、施設に収容されたが、誰にも売春強要の事実を話さなかった。被害を受けたという認識が薄い傾向も、性的虐待には強い。

　米国では女性の３～４人に１人、日本では６人に１人が何らかの性的虐待を親などから受けているとの研究報告もある。潜在被害は相当数あるのではないか。

　専門家は、「性的虐待を受けた子どもは、友達と隠れてキスをしたり、他人の体を触ったりする『虐待の再現行動』がみられる」と言う。疑わしい場合はまず、児相に相談すべきだろう。

　虐待された子どもの受け皿の充実も急がなくてはいけない。

　大阪の病院内にある「性暴力救援センター・大阪」は、診察・治療から被害申告までサポートする施設だ。カウンセリングや弁護士の紹介も行う。昨年の来所者の３割が性的虐待の被害者だった。

　こうした一体的な取り組みを、さらに広げる必要がある。

　子どもの虐待防止ネットワークも各地にでき、ＮＰＯ、警察、自治体などが連携を強めている。社会総掛かりで、児童虐待という犯罪から子どもを守りたい。

http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20111119-OYT1T00955.htm

＊共同通信
・0～1歳児の里親預けは12％　88％乳児院、厚労省集計（11月7日）
厚生労働省は７日までに、２０１０年度に児童相談所が保護し、虐待や経済的な理由で親と暮らせないと判断した０～１歳児２１８５人のうち、里親に預けた子どもは１２％の２７３人だったとの集計をまとめた。残る８８％の１９１２人は乳児院で養育。自治体によって里親に預ける割合に差が出た。
　厚労省は、施設より家庭的な環境で育てることが望ましいとして、里親による養育を現状の３倍に増やす目標だが、自治体によっては、引き合わせなどに手間がかかる里親を避け乳児院を選ぶ傾向があるとみている。
　http://www.47news.jp/CN/201111/CN2011110701000469.html
・虐待の親に同情3割　本誌が保護者調査（11月24日）／西日本新聞
西日本新聞は、子育て世代が児童虐待にどのような意識を持ち、いかなる支援を求めているかを探ろうと、福岡市内の母親たちを対象にアンケートを行った。５９１人から回答があり、相次ぐ虐待死事件について全体の３割近くが「親にも同情すべき事情があったかもしれない」「自分も加害者になるかもしれない」と回答。事件が人ごとと思えないほど、多くの親が厳しい養育環境に置かれている現状をうかがわせた。一方、相談先として「同じ悩みを抱えた親の自助グループ」を挙げる回答が全体の半数以上に上り、悩みを共有できる存在を求めている意識が明らかになった。
　アンケートは福岡市内の認可保育所に子どもを通わせる保護者１３１２人を対象に実施。４５％が回答した。回答者の内訳は９４％が母親で、共働きが８割近くを占め、ひとり親も約１割いた。

　子どもに体罰などをした経験を複数回答で聞くと、全体の４割が「感情にまかせてたたいたりした」と答えた。「傷つく言葉や存在を否定することを言った」は３６％で、「食事を与えなかったり長時間放置した」は１％。だが「過去に虐待をした自覚がある」と答えた親は全体の２割弱にとどまり、虐待の受け止め方が人によって異なることがうかがえた。

　「虐待死事件をどう思うか」との問いには、「ひどい親だ」（３６％）が最多で「周囲の人で防げなかったのか」（２５％）と続いた。一方、「親にも同情すべき事情があったかも」（２２％）、「いつか自分も加害者になるかも」（５％）と、親側に理解を示す回答が３割弱いた。

　また、「自分も加害者になるかも」と答えた２９人のうち７割が「感情にまかせて体罰をした経験がある」としたのに対し、「ひどい親だ」と批判的だった２１０人では体罰経験は３６％と、大きな差が出た。

　「相談先として必要または有効と考える機関」（複数回答）については、「同じ悩みを抱える親の自助グループ」が５割超で最多。「親身な子育て相談員」と「専門家が答えるインターネット掲示板」もそれぞれ３割を超えた。

　「子育てに困ったら誰を頼るか」を複数回答で尋ねると、８割超が「親」で、「友人」が５割超。「保育所や小学校」が３割超と続いた。一方、「区役所や児童相談所」は５％にとどまった。「頼る人がいない」「誰にも頼りたくない」も計３％おり、孤立した環境で養育している親の存在が浮き彫りになった。

■調査の方法　１０月下旬－１１月上旬、福岡市保育協会の協力を得て、市内の認可保育所１０施設に通う園児の保護者１３１２人を対象にアンケート用紙を配布。西日本新聞への直接郵送で５９１人から回答を得た。回収率は４５％。回答者の年齢は、２０代１４％▽３０代６５・５％▽４０代１８・６％▽５０代以上０・２％▽不明１・７％。園児との関係は、母親９４・２％▽父親３・６％▽無回答２・２％。また、回答者の７７・２％は共働きで、１２・４％がひとり親世帯だった。

http://www.47news.jp/localnews/hukuoka/2011/11/post_20111124115010.html
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